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第１章 はじめに 

１-１． 策定の背景・目的 

（１）背景 

本市では、行政需要の拡大や市民ニーズの多様化等に対応するために、様々な公共施設を整備し

てきました。特に、昭和 40 年代後半から昭和 50 年代にかけて集中的に整備されたため、多くの

施設が老朽化しており、近い将来、一斉に大規模修繕や建替えの時期を迎えます。 

一方、人口減少や少子高齢化が進行する中、利用者の減少や市民ニーズの変化も発生しており、

限られた財源の中でどのように公共施設の更新等を進めるかが大きな課題となっています。 

このような課題に対応するため、真岡市建築物耐震改修促進計画（平成 21（2009）年度策定）

や真岡市公営住宅等長寿命化計画（平成 23（2011）年度策定）などを策定し、特定の公共施設に

ついて耐震化や長寿命化に取り組んできました。 

また、道路や橋梁などのインフラを含めた全ての公共施設等の総合的な管理を推進するための基

本方針として、平成 29 年 3 月に真岡市公共施設等総合管理計画（以下、「公共施設等総合管理計

画」という。）を策定し、既存の計画と整合を図りつつ、全体的かつ長期的な視点で、公共施設等

の効率的な維持管理や建替え、再配置等を計画的に進めるものとしています。 

 

 

（２）目的 

真岡市公共施設再配置計画（以下、「本計画」という。）は、公共施設等総合管理計画で定めた建

築物系公共施設の基本目標及び実施方針を推進する実行計画として策定するものです。 

市民アンケートや施設評価等を踏まえて、各施設の具体的な再配置方針を定め、効果的かつ効率

的に質の高い公共サービスを提供することを目的とします。 
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１-２． 計画の位置付け 

本計画は、本市の市政運営の指針となる「真岡市第 11 次市勢発展長期計画」及び、本市の公共

施設等の管理に関する基本方針である「真岡市公共施設等総合管理計画」を上位計画として、関連

計画やその他の個別計画と整合を図りながら、建築物系公共施設の各施設について今後 10 年間の

あり方を示すものです。 

 

図 1 計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-３． 計画期間 

本計画の計画期間は、公共施設等総合管理計画の計画期間（平成 29（2017）年度～平成68（2056）

年度）の第 1 ステージに相当する平成 29（2017）年度～平成 38（2026）年度の 10 年間としま

す。 
 

 
 

  

平成 29 年度（2017年度） ～ 平成 38 年度（2026 年度） 

真岡市第 11次市勢発展長期計画 
（平成 27～31 年度） 

真岡市公共施設等総合管理計画 
（平成 29～68 年度） 

真岡市公共施設再配置計画 
（平成 29～38 年度） 

・公営住宅等長寿命化計画 

・公立学校等施設整備計画 

・建築物耐震改修促進計画 

・橋梁長寿命化修繕計画 

・舗装長寿命化修繕計画 

・水道ビジョン 

・下水道ストックマネジメント計画 等 

・新市基本計画 

・住宅マスタープラン 

・地域福祉計画 

・都市計画マスタープラン 

・地域防災計画 

・情報化計画  等 

インフラ 

長寿命化 

基本計画 

（国の計画） （関連計画） 

（個別計画） 

連携 連携 

連携 

連携 
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１-４． 計画の対象範囲 

本計画は、公共施設等総合管理計画の対象範囲のうち「建築物系公共施設」を対象とします。 

 

図 2 本計画の対象範囲 

 
資料：真岡市公共施設等総合管理計画（平成 29 年 3 月） 

 

  

下 水 道 （下水道管、農業集落排水施設（管路））

　土地 （建築物のない公園や広場、山林など）

　その他 （動産・金融資産）

インフラ系公共施設

道 路

橋 り ょ う

上 水 道 （導水管、送水管、配水管）

（消防会館、水防倉庫）

観 光 施 設 （真岡木綿会館、久保記念観光文化交流館、SLキューロク館、
　勤労者研修交流施設「井頭温泉チャットパレス」、久下田駅前
　どんとこい広場）

公 園 施 設 （公園トイレ、あずまや、公衆便所　等）

イ ン フ ラ 施 設 （浄水場、水処理センター、農業集落排水処理場　等）

行 政 施 設 （市庁舎、芳賀地区広域行政センター、真岡駅　等）

集 会 施 設 （二宮尊徳物産館、農産物販売交流施設いがしら（あぐ里っ娘）、
　農産物直売所兼集会所）

普
通
財
産

（
行
政
財
産
以
外
の
財
産

）

行
政
財
産
の
う
ち
土
地
の
み
の
公
共
施
設
は
対
象
外
と
な
る

公 営 住 宅 （公営住宅）

消 防 施 設

（図書館、市民会館、久保講堂、岡部記念館「金鈴荘」、
 二宮尊徳資料館、桜町陣屋、公民館、青年女性会館、
 二宮コミュニティセンター、生涯学習館、にのみや野外
 活動センター、自然教育センター、科学教育センター　等）

児 童 施 設 （留守家庭児童会館、保育所、子育て支援センター）

福 祉 施 設 （総合福祉保健センター、シルバー人材センター、真岡さくら
 作業所、真岡市こども発達支援センターひまわり園、
 老人憩の家、シルバーサロン、井頭温泉　等）

広域対応施設 （清掃センター、環境保全センター、根本山自然観察セン
　ター、鬼怒水辺観察センター）

市
 

有
 

財
 

産
 

（
公
 

有
 

財
 

産
 

）

行
政
財
産

（
公
用
又
は
公
共
用
に
供
す
る
財
産

）

公
共
施
設
等

建築物系公共施設

普
通
財
産
の
う
ち
建
築
物
が
あ
る
公
共
施
設
は
対
象
と

な
る 学 校 施 設 （小学校、中学校、給食センター）

スポ ーツ 施 設 （体育館等、運動場）

社会文化施設

【対象施設】

本計画の対象範囲 



4 

 

表 1 施設類型別の対象施設数 

大分類 中分類

小学校 18 小学校

中学校 9 中学校

給食センター 2 給食センター

体育館等 9 総合体育館、スポーツ交流館等

運動公園・運動場 4 総合運動公園、二宮運動場等

図書館・記念館・資料館等 8 図書館、市民会館、久保講堂等

公民館・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ等 11 公民館、生涯学習館等

教育センター 2 自然教育センター等

児童館 3 留守家庭児童会館

保育所 4 保育所

子育て支援センター 2 子育て支援センター

福祉施設等 7 総合福祉保健センター等

健康増進施設 1 真岡井頭温泉

広域対応施設等 2 清掃センター、環境保全センター

自然観察センター 2 根本山自然観察センター等

市庁舎 4 本庁舎等

その他行政施設 14 芳賀地区広域行政センター等

集会施設 物産館・集会施設等 3 二宮尊徳物産館等

公営住宅 公営住宅等 8 公営住宅

消防施設 消防施設等 25 消防会館、水防倉庫等

観光施設 観光施設等 6 真岡木綿会館、SLキューロク館等

排水処理場等 14 真岡市水処理センター等

水道施設 10 浄水場、配水場等

公園施設 公園施設 109 公園トイレ、あずまや等

277

福祉施設

児童施設

社会文化施設

合計

主な施設施設数
施設類型

スポーツ
施設

学校施設

インフラ施設

行政施設

広域対応施設
(環境施設)

 
※平成 29 年 10 月現在 

  


